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令和８年度版岩手県警察職員募集広報媒体作成業務企画コンペ等実施要領

この実施要領は、岩手県（以下「県」という。）が実施する「令和８年度版岩手県警察

職員募集広報媒体作成業務委託」に係る委託候補者の選定に関し、企画コンペに参加しよ

うとする者（以下「コンペ参加者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなければならない

一般的事項を定めるものである。

１ 業務内容等

⑴ 業務件名及び数量

「令和８年度版岩手県警察職員募集広報媒体作成業務」 １式

（内訳）

ア 令和８年度版警察職員採用パンフレット 7,000枚

イ 令和８年度版警察職員採用ポスター（Ａ３判） 2,000枚

ウ 令和８年度版警察職員採用ポスター（Ｂ１判） 20枚

エ 令和８年度版警察職員採用プロモーション動画 １本

オ 各種広報用画像・動画データ納品

⑵ 業務の仕様等

資料「令和８年度版岩手県警察職員募集広報媒体作成委託業務仕様書」（以下「業

務仕様書」という。）のとおり

⑶ 履行期間

契約締結の日から令和８年３月31日(火)まで

⑷ 予算額

1,400千円程度（税込み）

２ コンペ参加者の資格に関する事項

本業務に関するコンペ参加者は、次に掲げる企画コンペ参加資格要件すべてを満たし

ている者であること。

⑴ 県内に本社、支社、営業所又はこれに類する事業拠点を有する者で、社員数が概ね

10名以上であること。

⑵ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であ

ること。

⑶ 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者

若しくは再生手続開始の申立てがされている者（同法第33条第１項に規定する再生手

続開始の決定を受けた者を除く。）又は会社更生法（平成14年法律第154号）に基づ

き更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者

（同法第41条第１項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。

⑷ 県の令和５・６・７年度物品購入等競争入札参加資格者名簿に登載されている者で

指名停止措置を受けている期間中でないこと。

⑸ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）
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第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又はその構成員

（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）でないこと。

３ 企画提案書等の作成、提出等

⑴ 企画提案書の作成

コンペ参加者は、業務仕様書に沿った内容で、かつ、次の事項を明確にした企画提

案書を作成すること。

企画提案は、コンペ参加者１者につき１提案とし、一度提出した企画提案書は、こ

れを書換え、引換え又は撤回することができないものとする。

ア 企画提案に当たっての基本的な考え方

イ パンフレット誌面構成案及びポスター構成案（主な内容、ページ数）、プロモー

ション動画構成案

ウ 作成日程

エ 作成に当たっての必要な条件等

⑵ 提出書類等

ア 企画提案書（パンフレット及びポスター、プロモーション動画に関するもの）

イ パンフレット及びポスターのサンプル

ウ プロモーション動画のサンプル

エ 企画コンペ参加申込書（様式第１号）

オ 見積書（様式第２号）

カ 会社概要書（様式第３号）

キ 編集体制（様式第４号）

ク コンペ参加資格に関する誓約書（別記様式）

⑶ 提出部数

３(2)ア、イは、正本１部、副本６部とし、その他は１部とする。

（ア、イは紙媒体によるものとし、データによる提出は８月26日（火）企画提案（プ

レゼンテーション）終了後とする。）

⑷ 提出期限

関係書類等は令和７年８月８日(金)までに提出すること。（郵送の場合は同日必着）

⑸ 提出先

〒020-8540 岩手県盛岡市内丸８番10号 岩手県警察本部警務部警務課人事係

電話 019-653-0110 ＦＡＸ 019-653-1412

E-mail iwatekenkei-jinji@pref.iwate.jp

⑹ 実施要領等に関する質問の受付

実施要領等に関する質問は、様式第５号「実施要領等に関する質問票」により受け

付けることとし、電話等での質問は原則として受け付けない。

ア 受付期限 令和７年８月７日(木)午後５時まで

イ 受付場所 ３(5)に同じ

ウ 提出方法 原則として、電子メールによる。

エ 回答方法 受け付けた質問については、質問事項と回答を取りまとめ、質問者宛

mailto:iwatekenkei-jinji@pref.iwate.jp
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てに、原則として電子メールにより回答する。

オ 回答期日 随時取りまとめの上、回答する。

なお、最終の回答期日は令和７年８月８日(金)とする。

⑺ 企画提案の無効

下記のいずれかに該当する企画提案は、無効とする。

ア 民法（明治29年法律第89号）第90条（公序良俗違反）、第93条（心裡留保）、第9

4条（虚偽表示）に該当する企画提案

イ 企画コンペ参加申込書を提出していない者からの企画提案

ウ 企画提案書等の提出期限到来後に提出された企画提案

エ その他、本実施要領に定める事項に反した企画提案

⑻ 企画コンペの参加辞退

企画コンペ参加申込書、企画提案書等を提出した後において、企画コンペへの参加

を辞退する場合は、令和７年８月12日(火)までに、様式第６号「企画コンペ参加辞退

届」を提出すること。

４ 企画提案の審査

⑴ 企画提案の審査

コンペ参加者から提出された企画提案書等の内容については、別途定める「選考実

施要領」に基づき組織される企画コンペ審査委員会（以下「審査委員会」という。）

において審査を行う。

⑵ プレゼンテーションの実施

企画提案の審査に当たり、コンペ参加者によるプレゼンテーションを実施する。

ア 日時 令和７年８月26日（火）

イ 場所 岩手県警察本部

※ プレゼンテーションの日程は、コンペ参加者に個別通知。

⑶ 開催要領

ア プレゼンテーションは、企画提案書並びにパンフレット及びポスター、プロモー

ション動画のサンプルにより行う。

イ プレゼンテーションの実施に当たり、パンフレット・ポスター・プロモーション

動画についてはパソコンを用い、データを表示しての提案を可能とする。

※ 上記方法による場合は、別途資料として紙媒体での資料の準備を要する。

ウ プレゼンテーションの順番については、原則として企画提案書等の受付順とし、

１者当たりのプレゼンテーションの時間は30分(説明20分、質疑応答10分)とする。

⑷ 配点

ア 審査委員会審査員による投票

審査委員会審査員１名につき、持ち点は100点。審査委員会は５名編成のため、

１者につき合計500点の評価をする。

イ 警務課人事係による投票

警務課人事係員に、コンペ参加者が提出したパンフレット及びポスター、プロモ

ーション動画のサンプルを閲覧させ、投票(１人につき２票、１票１点)を行う。
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※予定人員 ８名

⑸ 候補者の選定

上記４(4)ア・イの結果を合算し、第１順位の委託候補者を決定する。

なお、第１順位の委託候補者が契約を締結しないときは、次点の者を委託候補者と

する。

⑹ 審査結果の通知

審査結果は、各コンペ参加者に郵送により書面で通知する。

５ 委託契約の締結等

⑴ 企画提案と契約内容との関係

企画提案書に記載された事項は、業務仕様書と合わせ、契約時の仕様書として扱う

ものとする。

ただし、本業務の目的達成のために修正が必要と認められる事項がある場合には、

県と委託候補者との協議により、契約締結段階において項目を追加、変更又は削除す

ることがある。

６ 公正な企画コンペの確保

⑴ 法令の遵守

コンペ参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律

第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。

⑵ 独自性の確保

コンペ参加者は、企画コンペに当たっては、競争を制限する目的で他のコンペ参加

者と参加意思及び提案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に企画提

案書等を作成しなければならない。

⑶ 参加制限等

コンペ参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等、企画コンペを公正に執行するこ

とができないと認められるときは、当該コンペ参加者を企画コンペに参加させず、又

は企画コンペの執行を延期し、若しくは取り止めることがある。

７ その他

⑴ 提出書類の取扱い

ア コンペ参加者が提出した企画提案書に含まれる著作物の著作権は、コンペ参加者

に帰属する。

イ コンペに使用したデータ、配付資料については提出することとし、返却しない。

ウ 提案内容に含まれる特許権など、日本国内の法令に基づいて保護される第三者の

権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、原則としてすべてコン

ペ参加者が負う。

⑵ 企画コンペ参加に要する経費

企画コンペに参加するために要する経費は、すべてコンペ参加者の負担とする。
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⑶ 本企画コンペに関するスケジュール（予定）

ア 企画コンペの公告期間 ７月25日（金）から８月８日（金）

イ 「実施要領等に関する質問票」提出期限 ８月７日（木）午後５時

ウ 質問事項に関する最終回答 ８月８日（金）

エ 「企画コンペ参加申込書」提出期限 ８月８日（金）

オ 「企画提案書等」提出期限 ８月８日（金）

カ 「企画コンペ参加辞退届」提出期限 ８月12日（火）

キ 企画提案(プレゼンテーション) ８月26日（火）

ク 委託候補者決定時期 ８月下旬

ケ 委託候補者見積書提出時期 ９月上旬

コ 委託契約締結時期 ９月中旬


